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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横編機により無縫製で編成される筒状編地であって、
　コース方向の往復編成を繰返す引返し編みで、ウエール方向に連続して編成される編地
に対し、ウエール方向の一方側と他方側との中間に折返し部が設けられ、
　折返し部で折返されるウエール方向の一方側の編地と他方側の編地とが対向し、
　一方側の編地のコース方向の両側の端部と、該端部に対向する他方側の編地のコース方
向の両側の端部との連結部分は、目移しによる重ね目でそれぞれ形成されている、
　ことを特徴とする筒状編地。
【請求項２】
　前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地との連結部分に各編地で隣接する領域
で３コース以上編目がウエール方向に連続するように並んでいる、同径の筒となる部分を
含む、
ことを特徴とする請求項１記載の筒状編地。
【請求項３】
　前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地とのうちの少なくとも一方のウエール
方向の端部の一部は、他の編地に連なり、
　該他の編地と該端部の一部との境界部では、編目がウエール方向に連続している、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の筒状編地。
【請求項４】
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　前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地との間の連結部分に、襠となる編地を
有することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の筒状編地。
【請求項５】
　前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地とは、コース数または対応するコース
の編目数のうちの少なくとも一方が異なる形状を有することを特徴とする請求項１～４の
いずれか一つに記載の筒状編地。
【請求項６】
　前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地との連結により、手袋または靴下で、
指を収容する指袋が形成されていることを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載
の筒状編地。
【請求項７】
　前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地との連結により、靴下で足の踵を収容
する踵部が形成されていることを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載のベース
編地を備える筒状編地。
【請求項８】
　編目を移動する機能を備える横編機を使用し、コース方向への往復編成の繰返しで編目
列が形成される引返し編地を、ウエール方向に連続して編成する途中で折返し、折返しに
至る往路側の編地と折返しからの復路側の編地とを対向させて、往路側の編地と復路側の
編地とを、対向している編幅の端部で連結する筒状編地の編成方法であって、
　往路側の編地は、
　　連結用の編目を、既に編成した編目列の端部に付加した連結用の編目を係止する編針
とは異なる編針に係止するように、編目列の移動を伴いながら、編目列の端部に付加して
編針に係止することを繰返して編成し、
　往路側の編地は、
　　連結用の編目を、既に編成した編目列の端部に付加した連結用の編目を係止する編針
とは異なる編針に係止するように、編目列の移動を伴いながら、編目列の端部に付加して
編針に係止することを繰り返して編成し、
　復路側の編地は、
　　連結用の編目が端部に付加されている往路側の編地の編目列に予め対応付けられてい
る編目列を編成する際に、端部を該連結用の編目に目移しで重ねて連結させるとともに、
　　往路側の編地を編成する際の移動を戻すことを繰返して編成する、
ことを特徴とする筒状編地の編成方法。
【請求項９】
　前記往路側の編地は、ベース編地となる他の編地を編成する途中で、該ベース編地の編
成を休止する状態で編成を開始し、
　前記往路側となる編地での編目列の移動は、ベース編地の編幅外に離れる方向に行う、
ことを特徴とする請求項８記載の筒状編地の編成方法。
【請求項１０】
　前記往路側の編地と前記復路側の編地とを編成して連結を行うまでに、厚みを付ける編
地を付加しておくことを特徴とする請求項９記載の筒状編地の編成方法。
【請求項１１】
　前記往路側の編地または前記復路側の編地のうちの少なくとも一方は、編成した編目列
に対し、増やし、または減らしを行う、成型編みで編成することを特徴とする請求項９ま
たは１０記載の筒状編地の編成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、横編機により無縫製で編成される筒状編地およびその編成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から、歯口を挟んで対向する少なくとも一対の針床を備える横編機では、両針床に
わたって編糸を周回させれば、各針床でそれぞれ編成される編地が編幅の両端で歯口を越
えて連結されて全体として筒状になることが知られている。以下、このような筒状編地を
周回編み筒状編地と称することとする。周回編み筒状編地を応用して、手袋や靴下をはじ
め、セーターなどの衣服を無縫製で一体的に編成することができる。
【０００３】
　ミトンの手袋を、親指を収容する周回編み筒状編地としての親指用指袋を編幅内に接合
した状態で、横編機で一体的に編成する技術も知られている（たとえば、特許文献１参照
）。この技術では、親指用指袋用の周回編み筒状編地を、四本胴用の周回編み筒状編地と
離れた位置で並行して形成する。周回編み筒状編地は、両針床を使用するので、２つの筒
状編地の編成に使用する編針が重複すると退避が困難となる。このため、２つの筒状編地
は離れた位置で形成してから、２つの筒状編地が重なるように移動して、重なる編地の内
側同士を伏目で接合する必要がある。
【０００４】
　無縫製の筒状編地は、編糸を周回させないで、引返し編みを繰返して形成することもで
きる。基部から先端までの往路では編幅を順次減少させながら編端の両端に接合用の編目
を残し、先端から基部までの復路では往路で残した接合用の編目の間に編目を形成するよ
うに、編幅を順次増加させれば、指袋などの筒状編地を形成することもできる（たとえば
、特許文献２参照）。以下、このような編地を引返編み筒状編地と称することとする。た
だし、従来からの引返編み筒状編地は、筒丈を高くするためには筒幅を広くする必要があ
り、靴下の指袋や踵などには適用可能でも、手袋の指袋には適用が難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６２１６４９４号明細書
【特許文献２】特開２００８－１２１１５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示されているような離れた位置で編成した周回編み筒状編地を編成後に
接合する方法で、親指用指袋を四本胴の編幅内に接合した手袋には、伏目処理による接合
部が内側に形成される。このため、親指用指袋と四本胴との内側の境界部の見栄えが悪く
なり、伸びも少なくなって固くなり、着用感が損われる問題点がある。親指用指袋が編幅
内に接合される手袋は、比較的高級品であり、ファッション性が重視され、境界部の見栄
えが悪くなると商品価値が下がってしまう。したがって、このような手袋は、横編機では
一体的には編成されず、親指用指袋と他の部分となるベース編地とを別に編成し、後工程
の縫製作業で接合している。ベース編地には、親指用指袋の端部を取付ける孔を準備して
おき、孔と端部の編目同士を手作業で編むようにして、親指用指袋をベース編地に取付け
ている。
【０００７】
　このようなベース編地と手袋の指先などとを組合せる筒状編地は、横編機で一体的に編
成することは可能でも、接合部分の見栄えを良好にすることは難しい。一方、特許文献２
に開示されているような編成方法で形成する引返編み筒状編地は、一方の針床の編成であ
るので、周回編み筒状編地の途中に付加することは比較的容易になる。しかしながら、引
返編み筒状編地で、筒状編地としての深さとなる筒丈を高くするために、基端での筒幅を
広くしておく必要がある。筒幅を一定にして筒丈を増やす部分では、往路側の編地と復路
側の編地とを連結することができず、孔が開いて、外観が損われるからである。さらに、
従来の引返編み筒状編地では、筒丈を高くするとともに筒幅を増やすことはできない。し
たがって、靴下の指袋などには適用可能であっても、手袋の指袋などを形成すると見栄え
が悪く、筒幅を一定にして筒丈を高くすることができず、人体で立体的に膨らんでいる部
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位などにフィットさせることも困難な場合がある。
【０００８】
　本発明の目的は、横編機により無縫製で編成することが可能で、外観を損わずに着用部
位の立体的な形状へも合わせ易い筒状編地およびその編成方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、横編機により無縫製で編成される筒状編地であって、
　コース方向の往復編成を繰返す引返し編みで、ウエール方向に連続して編成される編地
に対し、ウエール方向の一方側と他方側との中間に折返し部が設けられ、
　折返し部で折返されるウエール方向の一方側の編地と他方側の編地とが対向し、
　一方側の編地のコース方向の両側の端部と、該端部に対向する他方側の編地のコース方
向の両側の端部との連結部分は、目移しによる重ね目でそれぞれ形成されている、
　ことを特徴とする筒状編地である。

【００１０】
　また本発明は、前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地との連結部分に各編地
で隣接する領域で３コース以上編目がウエール方向に連続するように並んでいる、同径の
筒となる部分を含む、
ことを特徴とする。
【００１１】
　また本発明で、前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地とのうちの少なくとも
一方のウエール方向の端部の一部は、他の編地に連なり、
　該他の編地と該端部の一部との境界部では、編目がウエール方向に連続している、
ことを特徴とする。
【００１２】
　また本発明は、前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地との間の連結部分に、
襠となる編地を有することを特徴とする。
【００１３】
　また本発明で、前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地とは、コース数または
対応するコースの編目数のうちの少なくとも一方が異なる形状を有することを特徴とする
。
【００１４】
　また本発明は、前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地との連結により、手袋
または靴下で、指を収容する指袋が形成されていることを特徴とする。
【００１５】
　また本発明は、前記ウエール方向の一方側の編地と他方側の編地との連結により、靴下
で足の踵を収容する踵部が形成されていることを特徴とする。
【００１６】
　さらに本発明は、編目を移動する機能を備える横編機を使用し、コース方向への往復編
成の繰返しで編目列が形成される引返し編地を、ウエール方向に連続して編成する途中で
折返し、折返しに至る往路側の編地と折返しからの復路側の編地とを対向させて、往路側
の編地と復路側の編地とを、対向している編幅の端部で連結する筒状編地の編成方法であ
って、
　往路側の編地は、
　　連結用の編目を、既に編成した編目列の端部に付加した連結用の編目を係止する編針
とは異なる編針に係止するように、編目列の移動を伴いながら、編目列の端部に付加して
編針に係止することを繰り返して編成し、
　復路側の編地は、
　　連結用の編目が端部に付加されている往路側の編地の編目列に予め対応付けられてい
る編目列を編成する際に、端部を該連結用の編目に目移しで重ねて連結させるとともに、
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　　往路側の編地を編成する際の移動を戻すことを繰返して編成する、
ことを特徴とする筒状編地の編成方法である。
【００１７】
　また本発明で、前記往路側の編地は、ベース編地となる他の編地を編成する途中で、該
ベース編地の編成を休止する状態で編成を開始し、
　前記往路側となる編地での編目列の移動は、ベース編地の編幅外に離れる方向に行う、
ことを特徴とする。
【００１８】
　また本発明では、前記往路側の編地と前記復路側の編地とを編成して連結を行うまでに
、厚みを付ける編地を付加しておくことを特徴とする。
【００１９】
　また本発明で、前記往路側の編地または前記復路側の編地のうちの少なくとも一方は、
編成した編目列に対し、増やし、または減らしを行う、成型編みで編成することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、折返し部で折返されるウエール方向の一方側の編地と他方側の編地と
が対向し、コース方向の端部が目移しによる重ね目で連結されて筒状編地が形成される。
各編地は、それぞれコース方向の往復編成を繰返す引返し編みで形成されるので、横編機
の前後の針床の一方のみでも無縫製で編成することができ、両方の針床を使用する周回編
み筒状編地の途中に付加することも比較的容易に行うことができる。付加する筒状編地は
、周回編み筒状編地ではなく、筒丈を高くしても筒幅を拡げる必要はないので、見栄えを
犠牲にすることなく、付加する部分の境界部に厚みを与えたりして、立体的な着用部位の
形状へも合わせ易くすることができる。
【００２１】
　また本発明によれば、３コース以上連続して、編幅が一定となるようにして、ウエール
方向の一方側の編地と他方側の編地との連結部分に孔があかずに見栄えが良い同径の筒と
なる部分を得ることができる。
【００２２】
　また本発明によれば、筒状編地と他の編地とが連なる境界部で編目がウエール方向に連
続しているので、境界部の見栄えを良くし、着用部位へのフィットも良くすることができ
る。
【００２３】
　また本発明によれば、筒状編地のウエール方向の一方側と他方側との間の連結部分に、
襠となる編地を有するので、動きや膨らみがある部位などへの着用時に、厚みを持たせて
ゆとりを与えることができる。
【００２４】
　また本発明によれば、筒状編地の折り返し部を挟むウエール方向の一方側の編地と他方
側の編地とがコース数または対応するコースの編目数のうちの少なくとも一方が異なる形
状を有するので、関節部分などへの着用時に、曲る方向に合わせて膨らみなどを与える立
体的な形状を得ることができる。
【００２５】
　また本発明によれば、手袋または靴下で、見栄えや指を収容する際に着用感が良好とな
る指袋を形成することができる。
【００２６】
　また本発明によれば、靴下の踵を引返編み筒状編地として、筒丈が深く、かつ見栄え良
く形成することができる。
【００２７】
　さらに本発明によれば、編目を移動する機能を備える横編機を使用し、コース方向への
往復編成の繰返しで編成する引返し編地をウエール方向の途中で折り返して端部を連結し
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、筒状編地として編成することができる。往路側の編地の編成では、端部に、連結用の編
目を付加する編目列を含ませておく。連結用の編目が異なる編針に係止されるように、編
成した編目列の位置を移動させる。復路側の編地では、往路側の連結用の編目に、予め対
応付けられている編目列の端の編目を、目移しで重ねて連結し、往路側での移動を戻すの
で、全体的に筒状となる編地を形成することができる。このように形成される筒状編地は
、前後に針床を備える横編機で一方側の針床のみを使用しても編成することが可能で、無
縫製で他の編地へ連なる境界部の見栄えも良好にすることができる。また、境界部では伏
目処理などによる筒状編地同士の接合を行う必要がないので、編成時間の短縮を図ること
ができる。
【００２８】
　また本発明によれば、編成を休止しているベース編地から離れた方向にある、編目の係
止に使用していない編針を使用して、編目の移動を伴う筒状編地の編成を行う。歯口下方
への引下げなどに関し、係止中のベース編地の影響を受けにくい状態で、筒状編地を編成
することができる。
【００２９】
　また本発明によれば、折返し部を挟む往路側の編地と復路側の編地との連結を、襠など
の厚みを付ける編地を付加して行うので、筒状編地にゆとりを持たせて編成することがで
きる。
【００３０】
　また本発明によれば、折返し部を挟む往路側の編地と復路側の編地とのうちの少なくと
も一方を成型編みで編成するので、着用する部位にフィットする立体的な形状を、見栄え
が良好な状態で得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明の実施例１としての手袋１を横編機で編成する手順を概略的に示
す簡略化した平面図である。
【図２】図２は、図１の親指用指袋往路側７を横編機で編成する手順を概略的に示す編成
図である。
【図３】図３は、図１の親指用指袋往路側７から親指用指袋復路側１０を、横編機で折返
して形成する手順を概略的に示す編成図である。
【図４】図４は、図１の親指用指袋復路側１０を横編機で編成する手順を概略的に示す編
成図である。
【図５】図５は、図１の手袋１で、親指用指袋１１を手首部１５側に開いている状態を示
す平面図である。
【図６】図６は、図１の手袋１の周回編み筒状編地としての指袋２と編目列の移動を伴う
筒状編地としての親指用指袋１１とを、編目を比較する状態で示す部分的な平面図である
。
【図７】図７は、本発明の実施例２としての編地２１の外観構成を簡略化して示す斜視図
である。
【図８】図８は、本発明の実施例３としての靴下３１を従来からの靴下３３と比較して示
す平面図である。
【図９】図９は、本発明の実施例４としての靴下４１の一部を、実施例３の靴下３１と比
較して示す側面図である。
【図１０】図１０は、図９（ａ）の靴下４１を編成する手順の途中での編地の状態を示す
図である。
【図１１】図１１は、図１０の編成手順の一部を示す編成図である。
【図１２】図１２は、図９（ａ）の靴下４１の全体的な構成を示す斜視図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施例５としての手袋５１の一部の編成状態を簡略化して
示す図である。
【図１４】図１４は、図１３の編成手順の一部を示す編成図である。
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【図１５】図１５は、図１３の手袋５１の一部を示す側面図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施例６としての手袋６１の一部の編成状態を簡略化して
示す図である。
【図１７】図１７は、図１６の手袋６１の編成手順を、実施例１としての手袋１と比較し
て示す図である。
【図１８】図１８は、図１６の手袋６１の親指袋６２についての編成状態を示す工程図で
ある。
【図１９】図１９は、図１６の手袋６１の全体的な構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明の実施の形態では、図１に示すような手袋１の親指用指袋１１をベース編地とな
る掌側に付加しても、境界部が見栄えを損わないような筒状編地として、横編機で一体的
に編成することができる。以下に説明する各実施例では、対応する部分に同一の参照符を
付して示し、重複する説明を省略することがある。
【実施例１】
【００３３】
　図１は、本発明の実施例１としての手袋１を横編機で一体的に編成する概略的な手順を
簡略化して示す。横編機は、歯口を挟んで対向する針床を少なくとも一対備え、針床間の
目移しや、針床を相互にずらすラッキングの機能も有するものを使用する。手袋１の編成
は、下方の指袋２，３，４，５から、四本胴６へのように、上方に進行させる。
【００３４】
　図１（ａ）は、親指用指袋往路側７を編成した状態を示す。親指用指袋往路側７は、四
本胴６と後述する五本胴１４とをベース編地として、掌の編幅内に引返し編地として編成
する。親指を除く他の四本の指をそれぞれ収容する指袋２，３，４，５と四本胴６とは、
編糸をコース方向に周回させる周回編み筒状編地として編成される。親指用指袋往路側７
は、四本胴６の端部にウエール方向が連続して、コース方向には往復を繰返しながら編成
する。親指用指袋往路側７では、中間に複数の編目をコース方向に有する編目列を編成し
、編目列の両側に繋がるように、接合用の編目となる掛け目８，９をそれぞれ付加する。
掛け目８，９は、割増やしで形成する編目でもよい。付加する掛け目８，９を係止する編
針が異なるように、編目列の位置を、四本胴６の端部から離れる側に向けてずらす。編目
列の両側に繋がる掛け目８，９または編目の形成は、編目列を係止している針床、または
係止していない針床のどちら側でもよいけれども、渡り糸の関係で、近くにあることが好
ましい。
【００３５】
　図１（ｂ）は、親指用指袋復路側１０を、親指用指袋往路側７の先端から折返すように
編成した状態を示す。ただし後述するように、親指用指袋復路側１０の編成を進めると、
親指用指袋往路側７の編成で図の左側に移動している編目列が、図の右側に戻される。親
指用指袋復路側１０の各コースは、対向する親指用指袋往路側７の各コースで編目列の両
側に形成されて編針に係止されている掛け目８，９間を連結するように編目列を形成し、
形成する方向を、コース毎に反転させて往復させることを繰り返す。親指用指袋往路側７
と親指用指袋復路側１０とは、各引返し編地のコース方向の両側がそれぞれ編目を重ねて
連結されて、全体として筒状編地になる。
【００３６】
　図１（ｃ）は、親指用指袋往路側７と親指用指袋復路側１０とで筒状編地となる親指用
指袋１１を形成した後で、編成する部分を示す。親指用指袋１１とベース編地との境界は
、外側境界部１２および内側境界部１３となる。内側境界部１３では、四本胴６と親指用
指袋往路側７とでウエール方向に編目が連続する。外側境界部１２からは、親指用指袋復
路側１０のウエール方向に編目が連続するように、編糸をコース方向に周回させて五本胴
１４および手首部１５を筒状に編成し、手袋１として完成させる。内側境界部１３では、
伏目処理などは行う必要がないので、見栄えを良好にして、編成時間の短縮も図ることが
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できる。
【００３７】
　図２、図３および図４は、図１の親指用指袋１１を、横編機を使用して編成する際のよ
り詳細な手順の一例を示す。各図で、ＢおよびＦは、後針床および前針床をそれぞれ示す
。枡目は、個々の編針を示す。枡目が空白であることは、空き針であることを示す。枡目
内の黒丸印は、新たに形成される編目を示す。枡目内の白丸印は、編針に係止される編目
を示す。枡目内のＶ印は、空き針に対しては掛け目、編目を係止する編針に対してはタッ
クを示す。新たに形成される掛け目またはタックは、Ｖ印を太線で示す。Ｖ印の向きは、
前針床Ｆと後針床Ｂとが逆方向となるようにしている。枡目内の二重丸印は、重ね目を示
す。枡目内の矢印は、目移しを示す。右側の矢印は、コースの編目を編成する方向を示す
。なお、使用する編針の本数や編成するコース数は便宜的なものであり、実際に編地を編
成する場合は、一般により多くの数が使用される。また、小指用の指袋５から人差指用の
指袋２までを前後針床の左側から右側に向けて、掌側を後針床Ｂで、手の甲側を前針床Ｆ
で編成し、親指用指袋１１は、主として後針床Ｂの編針を使用して編成する例を示す。
【００３８】
　図２は、図１の親指用指袋往路側７を編成する手順を示す。ａ０コースは、前後の針床
を使用して、四本胴６を周回編み筒状編地として編成した状態を示す。編針は、基本的に
針抜きの状態で使用する。ａ１コースは、右方向への給糸で、四本胴６の最終コースの編
目列を、後針床Ｂに形成し、最後に前針床Ｆの編幅の右端に掛け目を形成した状態を示す
。ａ２コースは、ａ１コースとは逆方向の左方向への給糸で、親指用指袋往路側７となる
１コース目の編目列を、後針床Ｂの右側３本の編針に形成した状態を示す。１コース目の
編目列に対して、右側となる掛け目は、ａ１コースで先に形成されている。ａ３コースで
は、後針床Ｂの右側３本の編針に形成した編目を前針床Ｆの空き針に目移しした状態を示
す。ａ４コースでは、後針床Ｂを前針床Ｆに対して左側に編針２本分ずらすラッキングを
行い、ａ３コースで目移しした編目を前針床Ｆから後針床Ｂに目移しで戻す状態を示す。
ａ３コースからａ４コースで、後針床Ｂの右側３本の編針に形成した編目列は、編針２本
分だけ右側に移動する。移動した編目列と移動を行わなかった編目列との間には、空き針
が生じる。ａ５コースでは、後針床Ｂの前針床Ｆに対するずれを戻し、右方向への給糸で
、空き針を利用して、掛け目を形成する。左側での掛け目の形成に続いて、親指用指袋往
路側７の２コース目となる編目列を編成する。２コース目となる編目列の右側では、前針
床Ｆに掛け目を形成する。この掛け目は、ａ１コースで１コース目の右側となるように形
成した掛け目よりも右側となる空き針に形成する。
【００３９】
　ａ６コースでは、ａ５コースとは逆方向の左方向への給糸で、親指用指袋往路側７の３
コース目となる編目列を形成する。ａ７コースでは、ａ６コースで形成した編目を、後針
床Ｂから前針床Ｆに目移しする。ａ８コースでは、後針床Ｂを前針床Ｆに対して左側に編
針２本分ずらし、ａ７コースで目移しした編目を、前針床Ｆから後針床Ｂに戻して、空き
針を生じさせる。ａ９コースでは、後針床Ｂの前針床Ｆに対するずれを戻し、空き針を利
用して、掛け目を形成する。掛け目に続いて、親指用指袋往路側７の４コース目となる編
目の列を形成し、右側では前針床Ｆの空き針に掛け目を形成する。
【００４０】
　以上のような手順のうち、ａ２コース、ａ５コース、ａ６コースおよびａ９コースで形
成される親指用指袋往路側７の編目の列は、編幅が一定で、連結部に隣接する編目がウエ
ール方向に連続している４コース分の編地となる。従来の引返編み筒状編地では、編幅を
一定にすると、連結用の編目を連続する複数コース分設けることができず、同一編幅の編
目列を３コース以上編成すると、連結部分に孔があいてしまう。なお、実施例１では、編
目列の編成を後針床Ｂで行い、連結用の両側の編目を、左側は後針床Ｂに、右側は前針床
Ｆに形成している。各連結用の編目が形成される編針に歯口を挟んで対向する針床の編針
も空き針となっているので、その空き針に連結用の編目を形成してもよい。さらには、編
目列と同じ針床で隣接する空き針に連結用の編目を形成してから、目移しを行ってもよい
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。
【００４１】
　図３は、図１（ｂ）に示す、親指用指袋往路側７から親指用指袋復路側１０に折返す際
に、編目列を移動しない引返し編成で親指用指袋１１の指先に丸みを付ける編成手順を示
す。ｂ０コースは、図２の手順を繰返して、後針床Ｂの右側の３本の編針に形成する編目
列に対して、左側となる掛け目が後針床Ｂに、右側となる掛け目が前針床Ｆに、それぞれ
異なる編針で５つずつ係止されている状態を示す。ここで折返せば、コース方向に３目の
筒幅で、ウエール方向に５目の筒丈で、一定の径を有する筒状編地を形成することができ
る。コース方向の編目列の編目数を変更すれば筒幅を、掛け目の数を変更すれば筒丈を、
それぞれ調整することが可能となる。
【００４２】
　ｂ１コースでは、後針床Ｂで右側の３本の編針に編目を形成する。ｂ２コースでは、ｂ
１コースで形成した編目のうちの左側の編目をタック編成し、他の２本の編針に編目を形
成する。ｂ３コースでは、２本の編針のうちの右側で係止していた編目をタック編成する
。ｂ４コースでは、３本の編針に編目を形成する。３本の編針のうちの左右の編針では、
タック編成による重なり目に編目を形成して、１目の通常の編目に戻す。このように、引
返編み筒状編地を付加して、中央部の編目を多くし、両端の編目を少なくする手法は、指
先の丸みを出すために一般的に行われている。
【００４３】
　図４は、図１の親指用指袋復路側１０を編成しながら、親指用指袋１１を筒状に形成す
る手順を示す。ｃ１コースでは、後針床Ｂの右側の３本の編針に係止されている編目を、
前針床Ｆに目移しする。ｃ２コースでは、後針床Ｂを前針床Ｆに対して右側に編針２本分
ずらし、ｃ１コースで目移しした編目を、前針床Ｆから後針床Ｂに戻して、掛け目の列の
右端と編目の列の左端とを重ねる。ｃ３コースでは、後針床Ｂを前針床Ｆに対して左側に
編針１本分ずらす状態に戻し、前針床Ｆに係止されている掛け目の列の右端を後針床Ｂに
目移しして、編目の列の右端に重ねる。ｃ４コースでは、後針床Ｂの前針床Ｆに対するず
れを戻し、後針床の右側の３本の編針に編目を形成する。この編成で、折り返した最初の
編目列が連結される。すなわち、連結部分を、目移しによる重ね目で形成する。この編目
列の両側には、４つずつの掛け目が残る状態となる。
【００４４】
　ｃ５コース、ｃ６コース、ｃ７コース、およびｃ８コースでは、ｃ１コース、ｃ２コー
ス、ｃ３コース、およびｃ４コースとそれぞれ同様に、編目と掛け目との重ね、新たな編
目の形成を行う。この編目列の両側には、３つずつの掛け目が残る状態となる。以下、ｃ
９コース、ｃ１０コース、およびｃ１１コースは、ｃ１コース、ｃ２コース、およびｃ３
コースとそれぞれ同様な動作を行い、後針床Ｂで右側の３本の編針に編目を形成する位置
を左側に戻すように移動させながら、親指用指袋往路側７で形成した掛け目８、９間を編
目列で連結する。最終的には、ｃ１２コースとして示すように、編目列を形成する３本の
編針の位置は、ａ０コースの後針床Ｂの編幅内に戻る。
【００４５】
　以上のように、親指用指袋１１は、往路側を、編目列の編成、掛け目、目移しを組合わ
せて、編目列を移動させながら両側に掛け目を形成するように、コース方向を往復しなが
ら編成する。先端で折り返す復路側でもコース方向を往復しながら、目移しで重ね目を形
成して掛け目間を連結し、移動している編目列を戻して、先端側から順次、筒状の編地を
形成する。
【００４６】
　図５は、図１の手袋１で、親指用指袋１１を手首部１５側に開いている状態を示す。親
指用指袋往路側７は、四本胴６とウエール方向に編目が連続するように編成されるので、
内側境界部１３の見栄えを良好にすることができる。
【００４７】
　図６は、図１の手袋１の親指用指袋１１の先端付近の編目構造を、人差指用の指袋２の
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先端付近と並べて示す。指袋２は、先端の編出し部２ａに続いて、コース２ｃが周回する
ように編成され、ウエール２ｗは編出し部２ａから指袋２の基端側に向う。親指用指袋１
１では、親指用指袋往路側７から親指用指袋復路側１０の方向にウエール１１ｗが折返さ
れて連続する。親指用指袋往路側７および親指用指袋復路側１０のコース７ｃ，１０ｃは
、掛け目８で連結するように、往復する。掛け目８で連結している境界部分の両側で、親
指用指袋往路側７および親指用指袋復路側１０の編地は、３コース以上の編目がウエール
方向１１ｗにそれぞれ連続している同径の筒状編地となっている。
【実施例２】
【００４８】
　図７は、本発明の実施例２としてのポケット付き編地２１の概略的な構成を示す。ポケ
ット付き編地２１では、ベース編地２２が編糸をコース方向に周回させて筒状に編成され
る途中に、本発明を適用するポケット２３の筒状編地が付加される。
【００４９】
　図７（ａ）では、ポケット付き編地２１を編成する際のウエールの方向を、二点鎖線に
矢印を付けて示す。ベース編地２２の前半側２２ａは、ウエール方向２２ａｗに示すよう
に、図の下方から上方に、筒状に編成する。ポケット２３を付加する位置に達すると、ベ
ース編地２２の編成を休止し、ポケット２３を筒状に編成する。ポケット２３は、往路側
２３ａと復路側２３ｂとを、ウエール方向２３ａｗ，２３ｂｗで示すように先端で折返す
ように編成する。往路側２３ａでは、コース方向の両端に掛け目を残すように編目列を移
動させながら編成し、復路側２３ｂでは、掛け目を連結するように、移動した編目列を戻
しながら編成する。ポケット２３の編成が終了すると、ベース編地２２の後半側２２ｂを
、ウエール方向２２ｂｗに、編糸を周回させて筒状に編成する。
【００５０】
　なお、ベース編地２２のコース方向の中間にポケット２３のような筒状編地を編成する
際には、針床の一方側を空き針にしておくことが望ましい。このためには、ベース編地２
２をコース方向の一方側で係止する編針から編目を対向する針床に回し込むようにして、
ポケット２３を形成する編目列を端部に移動すればよく、必要に応じてポケット２３の形
成後に戻せばよい。
【００５１】
　図７（ｂ）は、ポケット２３をベース編地２２の内側に押込んだ状態を示す。ベース編
地２２とポケット２３との外側境界部２４には、装飾となる模様編みを付加しているけれ
ども、編目はウエール方向に連続している。内側境界部２５でも同様に、編目がウエール
方向に連続する状態となる。
【００５２】
　なお、ベース編地２２として周回編みで筒状に形成する編地の例を単純に示すけれども
、横編機で一体的に形成され、上半身や下半身、あるいは全身に装着する衣服に、同様に
本発明を適用することができる。また、そのような衣服のパーツとして編成される引返編
み筒状編地や筒状ではない編地をベース編地として、筒状編地を付加する場合にも本発明
を同様に適用することができる。
【実施例３】
【００５３】
　図８は、（ａ）の本発明の実施例３としての靴下３１を、（ｂ）の従来からの靴下３３
と比較して示す。靴下３１，３３は、踵３２，３４をそれぞれ備える。踵３２，３４は、
ベース編地となる靴下３１，３３を足先側３１ａから足首側３１ｂに周回編み筒状編地と
して編成する途中で編成する。本発明を適用する踵３２は、編幅一定部分３２ａを含む。
編目列の移動を伴うので、編幅一定部分３２ａを引返し編成を使用しても筒状編地として
編成することができる。編幅減少部分３２ｂは、筒幅一定部分３２ａの往路側の編地を編
成した状態で、編目列の移動を伴わない従来からの引返編み筒状編地として編成すること
ができる。筒幅一定部分３２ａの復路側は、筒幅減少部分３２ｂの編成後に、往路側で移
動した編目列を戻すように編成する。踵３４は、全体を従来からの引返編み筒状編地とし



(11) JP 5596014 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

て編成する。
【００５４】
　踵３２，３４として必要な筒丈をＡとすると、踵３２では、筒丈ＡのうちのＢを筒幅一
定部分３２ａで編成するので、踵３２の先端の筒幅Ｃａを広くとり、踵部に余裕の空間を
得ることができる。踵３３では、筒丈Ａの全体に亘って編幅を減少させながら引返し編成
を行うので、踵３４の先端の筒幅Ｃｂが狭くなってしまう。
【実施例４】
【００５５】
　図９は、本発明の実施例４としての靴下４１の一部を、実施例３の靴下３１と比較して
示す。（ａ）に示す靴下４１は、（ｂ）に示す靴下３１の踵３２に、襠４２を付加してい
る。すなわち、踵３２を編目列の移動を伴う筒状編地として編成する途中で連結するまで
に襠４２となる編目を編込み、筒状編地の往路側と復路側とを連結する部分に、襠４２を
介在させている。
【００５６】
　図１０は、図９（ａ）の靴下４１を編成する手順の途中での編地の状態を示す。襠４２
は、踵３２を往路側と復路側とで編成しながら、同時進行で、複数の部分４２ａ，４２ｂ
，４２ｃ，４２ｄに分けて編成することができる。襠４２の部分４２ａ，４２ｂ，４２ｃ
，４２ｄを編成する際には、周回編成を行い、踵３２となる編地も形成するとともに、足
甲側の編地の一部も形成する。また、踵３２の往路側を編成した後に襠４２の全体をまと
めて編成し、続けて踵３２の復路側を編成することもできる。襠４２の形状は、三角形や
四角形など、自由に調整することができる。
【００５７】
　図１１は、図１０に従う編成手順の一部を編成図として示す。編成図としては、基本的
に、図２、図３および図４と同様に示すけれども、編針の数は異ならせておく。また、連
結に関係する編針には右上がりの斜線を施して示し、襠を形成する編針には右下がりの斜
線を施して示す。さらに、連結や襠に関連する編針の位置には、左側にはａ～ｊ、右側に
はｑ～ｚの符号を付けて示す。
【００５８】
　靴下４１は、横編機の前後の針床の両方を使用する周回編み筒状編地として足先側３１
ａを編成する途中で、一方の針床に係止されている編目列の全体にウエール方向でそれぞ
れ連続するような筒状編地として踵４２を編成する。足先側３１ａの足裏の編地を係止す
る後針床Ｂの編幅の全体を使用して踵４２の筒幅分を編成する点で、編幅の一部を使用す
る実施例１の親指用指袋１１とは異なる。このように異なる点を除いて、ｄ１コースへは
、足先側３１ａについての図２のａ０コースと同様な状態から、端部への掛け目の形成と
編目の移動とを繰返して、後針床Ｂで踵３２の往路側を編成しながら到達することができ
る。ｄ１コースは、前針床Ｆの位置ｇ，ｉの編針には左側の連結用となる掛け目が係止さ
れ、後針床Ｂの位置ｘ，ｚの編針には右側の連結用となる掛け目が係止される状態となっ
ている。
【００５９】
　次のｄ２コースでは、前針床Ｆに右方向の給糸を行い、位置ｇ，ｉの編針には襠４２の
部分４２ａの一部となる編目を形成する。位置ｊよりも右側の編針では、踵３２の往路側
となる編目列を形成する。次のｄ３コースでは、後針床Ｂに左方向の給糸を行い、位置ｚ
，ｘの編針に襠４２の部分４２ａの編目を形成する。次のｄ４コースでは、後針床Ｂに右
方向の給糸を行い、位置ｘの編針にはタックし、位置ｚの編針には襠４２の部分４２ａの
編目を形成する。次のｄ５コースでは、前針床Ｆに左方向の給糸を行い、位置ｉ，ｇの編
針を含めて、踵３２の往路側の編目列と襠４２の部分４２ａの編目とを形成する。次のｄ
６コースでは、後針床Ｂに右方向の給糸を行い、位置ｇの編針に左側の連結用となる掛け
目を形成し、位置ｈから位置ｖまでの編針で踵３２の往路側の編目列編成する。
【００６０】
　以上のようなｄ２コースからｄ６コースに示す手順で、図１０に示す襠４２の部分４２
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ａを、左右に２目で２コース分までを編成することができる。以下、同様にして、襠４２
の部分４２ｂを、例えば左右に４目で２コース分編成すると、三角形の襠４２の往路側を
含む踵３２の往路側を編成することができる。部分４２ａ，４２ｂで、編目の数を２目と
４目とに異ならせているけれども、同数とすれば四角形の襠を形成することができる。
【００６１】
　ｄ７コースは、後針床Ｂへの左方向の給糸で、図１０に示す踵３２の往路側の最終コー
スまで編成した状態を示す。次のコースでは、折返して、後針床Ｂへの右方向の給糸で、
踵３２の復路側の最初コースを編成する。ｄ８コースは、位置ｑよりも左側で、後針床Ｂ
に係止する編目を２ピッチ分右側に移動させ、位置ｒの編針に重ね目を形成して、編目列
の左端を往路側と連結する。編目の移動は、後針床Ｂからいったん前針床Ｆに目移しし、
後針床Ｂを前針床Ｆに対して左に２ピッチ分ずらして、前針床Ｆに目移しした編目を後針
床Ｂに再び目移しして戻すことで行う。前針床Ｆの位置ａの編針に係止されていた掛け目
は、後針床Ｂの位置ｄの編針に係止する編目に重ねて、編目列の右端を往路側と連結する
。後針床Ｂは、前針床Ｆに対して右に２ピッチ分戻す。このような編目の移動は、給糸を
伴わないで、キャリッジを複数コース走行させて行う。
【００６２】
　ｄ９コースでは、後針床Ｂへの右方向の給糸で、踵３２の復路側の編目列を形成すると
ともに、右側の位置ｔ，ｖ，ｘ，ｚの編針に襠４２の部分４２ｃの１コース分となる４目
の編目列を形成する。ｄ１０コースでは、前針床Ｆへの左方向の給糸で、踵３２の復路側
の編目列を形成するとともに、左側の位置ｉ，ｇ，ｅ，ｃの編針に襠４２の部分４２ｃの
１コース分となる４目の編目列を形成する。ｄ１１コースでは、ｄ８コースと同様にして
、踵３２の復路側での編目列の移動による位置ｔ，ｆの編針での連結を行う。以下、同様
にして、踵３２の復路側の編成と、襠４２の部分４２ｃ，４２ｄの編成とを、編目列の移
動による戻しと、端部での連結とを伴いながら行って、襠４２を連結部に介在させた踵３
２の編成を行うことができる。
【００６３】
　図１２は、図９（ａ）の靴下４１の全体的な構成を示す。周回編み筒状編地として編成
する足先側３１ａをベース編地として、筒状編地として編成する踵３２を付加するように
形成し、連結部分に襠４２を介在させて、ベース編地の残りとなる足首側３１ｂを形成し
ている。足の立体的な形状に適合した靴下４１を得ることができる。
【００６４】
　なお、踵３２などでは、編幅の中心線に関して対称形ではなく、左右非対称に編成する
こともできる。編成後の踵３２では、ゴアラインの角度や深さが左右対称の状態から変化
し、左右非対称の足の形状に、より以上に適合させることができる。
【実施例５】
【００６５】
　図１３は、本発明の実施例５としての手袋５１の一部の編成状態を簡略化して示す。実
施例５では、実施例１の手袋１で四本胴６から五本胴１４を編成する途中で付加する親指
袋１１に代えて、親指袋５２を付加する。親指袋５２は、往路側５２ａと復路側５２ｂと
ともに、増目部５２ｃを編成する。増目部５２ｃは、たとえば往路側５２ａに付加され、
筒状編地を形成するために折返す前後で、ウエール方向の編目数に差を設けることができ
る。
【００６６】
　図１４は、図１３の編成手順の一部を、基本的には図１１と同様に示す。ただし、図１
３では、増目部５２ｃを往路側５２ａの後にまとめて付加している状態を示しているけれ
ども、編成手順では、増目部５２ｃは分散して往路側５２ａの編成途中に挿入する形で編
成する。ｅ１コースまでは、親指袋５２の往路側５２ａの編成を、編目列の移動を伴って
、端部に連結用の掛け目を残しながら行う。ｅ１コースからｅ４コースでは、後針床Ｂへ
の引返し給糸で、位置ｆ，ｖ間の編針に増目部５２ｃの編目列を形成する。ただし、増目
部５２ｃの編目列は、復路側５２ｂの端部とは連結しないので、左側の端部の位置ｆ，ｈ
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や右側の端部の位置ｖの編針へは、必ずしも毎回編目を形成しないで、タックなどを行っ
て、筒状編地としての折返しの前後で、連結部に孔があかないようにしている。
【００６７】
　ｅ５コースからｅ７コースまでは、往路側５２ａを編目列を移動して端部に連結用の掛
け目を残しながら編成する手順の一部を示す。コースｅ８からコースｅ１１までは、移動
を戻して、端部を往路側５２ａと連結しながら復路側の編目列を編成する手順の一部を示
す。
【００６８】
　図１５は、図１３の手袋５１の一部を示す。親指袋５２は、筒状編地として折返す前後
で、ウエール方向の編目数が四本胴６に続く往路側の方が五本胴１４に続く復路側よりも
多くなるように編成しているので、親指の立体的な形状に適合させることができる。
【実施例６】
【００６９】
　図１６は、本発明の実施例６としての手袋６１の一部の編成状態を簡略化して示す。手
袋６１の胴部などのベース編地６１ａ，６１ｂから親指袋６２を編目列の移動を伴う筒状
編地として編成する際には、横編機で知られている各種の成型編みを適用することもでき
る。すなわち（ａ）で示すように、往路側で編幅を減らして、復路側で編幅を増やしたり
、（ｂ）で示すように、往路側で編幅を増やして、復路側で編幅を減らしたりすることが
できる。さらに編幅を途中で増減させることもできる。編幅の増減による成型の処理を、
編幅の端部から離れた内側で行えば、編幅の端部の編目はウエール方向に連続させること
ができる。（ｂ）で示すような増やしと減らしとによる成型は、指袋には必ずしも適さな
いけれども、実施例２のポケット付き編地２１のポケット２３や、人体の膨らんだ部位を
覆うような場合などには利用することができる。
【００７０】
　図１７は、図１６の手袋６１の編成手順を、実施例１としての手袋１と比較して示す。
（ａ）に示す手袋６１では、四本胴となるベース編地６１ａから親指袋６２の往路側６２
ａ，６２ｂを編成し、折返して復路側６２ｃ，６２ｄを編成する。往路側６２ａおよび復
路側６２ｄは筒幅一定の状態で編成するけれども、往路側６２ｂおよび復路側６２ｃでは
成型編みで、減らしおよび増やしをそれぞれ行う。（ｂ）に示す親指用指袋往路側７と親
指用指袋復路側１０とでは、成型編みは行わない。
【００７１】
　また、（ａ）に示す手袋６１では、親指を除く他の指を収容する指袋７２，７３，７４
，７５を編目列の移動を伴う筒状編地として、たとえば薬指用の指袋７４の基端から順次
編成してから、三本胴を周回編み筒状編地として編成し、小指用の指袋７５を編成して四
本胴７６の周回編み筒状編地に続ける。最初の指袋７４の編成時に、編糸の糸入れを行う
ので、端糸７４ａが生じるけれども、他の指袋や胴は前に編成した部分の端部に続けて編
出しながら編成するので、他には端糸を生じさせないでベース編地６１ａを編成すること
ができる。
【００７２】
　（ｂ）に示す手袋１では、各指袋２，３，４，５をそれぞれ周回編み筒状編地として編
成する際に、先端での糸入れと基端での糸出しとを行うので、端糸２ａ，２ｂ；３ａ，３
ｂ；４ａ，４ｂ；５ａ，５ｂとが生じ、この適切な処理を必要とする。
【００７３】
　また、手袋１では、周回編み筒状編地としての指袋２，３，４，５同士や四本胴６との
連結部分の指股の部分にゆとりが足りない。（ａ）に示す手袋６１では、指股の部分で編
目がウエール方向に連続するので、隣接する各指間に厚み７７が形成され、ゆとりを持た
せて着用感を向上させることができる。また、五本胴となるベース編地６１ｂでは、親指
袋６２の復路側６２ｄにウエール方向で編目が続く部分６４ａを順次目減らしで成型し、
掌部分６４ｂに合わせて、手の立体形状に適合させることができる。
【００７４】
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　図１８は、図１７の手袋６１の指袋についての成型編みを伴う編成状態を工程図として
示す。編目の数やコースの数は説明の便宜のためのものであり、実際の編地の編成では、
必要に応じて変えることができる。ｆ０コースでは、周回編み筒状編地をベース編地とし
て、前針床Ｆと後針床Ｂとにそれぞれ針抜き状態で８目ずつ係止しておく。各針床で編目
を係止する編針に対向する編針は空き針としておく。以下、編目の移動などのピッチは、
編針２本分を１ピッチ分として説明する。
【００７５】
　ｆ１コースでは、後針床Ｂの８目の編目の左側の６目の編目を左に１ピッチ分寄せた後
、左方向に給糸しながら、空き針となった編針に掛け目を形成して、掛け目の左側の６目
に新たな編目を形成する。ｆ２コースでは、右方向に給糸し、前針床Ｆの左側の空き針に
掛け目を形成し、後針床Ｂの６目の編目に新たな編目を形成する。
【００７６】
　ｆ３コースでは、ｆ２コースで新たに形成した６目の編目のうちの右側３目を、１ピッ
チ分左に寄せ、左端の編目を、寄せないで残した左側３目の右端の編目と重ねて１目を減
らす。さらに左方向に給糸し、右側３目の編目を左に寄せて生じる空き針に掛け目を形成
し、掛け目の左側の５目に新たな編目を形成する。ｆ４コースでは、右方向に給糸し、前
針床Ｆの左側の空き針に掛け目を形成し、後針床Ｂの５目の編目に新たな編目を形成する
。
【００７７】
　ｆ５コースでは、ｆ４コースで新たに形成した５目の編目を、全体的に１ピッチ分だけ
左に寄せた後、左方向に給糸しながら、空き針となった編針に掛け目を形成して、掛け目
の左側の５目に新たな編目を形成する。
【００７８】
　ｆ６コースでは、ｆ５コースで新たに形成した５目の編目のうちの左側３目を、１ピッ
チ分右に寄せ、右端の編目を、寄せないで残した右側２目の左端の編目と重ねて１目を減
らす。さらに右方向に給糸し、前針床Ｆの左側の空き針に掛け目を形成し、後針床Ｂの４
目の編目に新たな編目を形成する。
【００７９】
　ｆ７コースでは、ｆ６コースで新たに形成した４目の編目を、全体的に１ピッチ分だけ
左に寄せた後、左方向に給糸しながら、空き針となった編針に掛け目を形成して、掛け目
の左側の４目に新たな編目を形成する。ｆ８コースでは、右方向に給糸し、前針床Ｆの左
側の空き針に掛け目を形成し、後針床Ｂの４目の編目に新たな編目を形成する。ｆ８コー
スで、往路側の編成を終了する。
【００８０】
　ｆ９コースからは、折返し後の復路側を編成する。ｆ８コースで前針床Ｆの左側に形成
した掛け目を目移しで後針床Ｂの４目の編目のうちの左端に重ねて連結した後、左方向に
給糸して、後針床Ｂの４目の編目に新たな編目を形成する。
【００８１】
　ｆ１０コースでは、後針床Ｂの４目の編目のうち、右側の２目を１ピッチ分だけ右に寄
せ、右方向に給糸して、左側の２目と右側の２目とに新たな編目を形成する。左側の２目
と右側の２目との間は空き針となっている。左側の２目のうちの右端では、割増やしを行
い、増やした編目を隣の空き針に移動する。このようにして、左側で１目の編目を増やす
。
【００８２】
　ｆ１１コースでは、ｆ６コースで前針床Ｆの左側に形成した掛け目を目移しで後針床Ｂ
の５目の編目のうちの左端に重ねた後、左方向に給糸して、後針床Ｂの５目の編目に新た
な編目を形成する。ｆ１２コースでは、５目の編目を全体的に１ピッチ分だけ右に寄せる
。５目のうちの右端は、ｆ５コースで形成した掛け目に重なって連結される。次に右方向
に給糸し、５目の編目に新たに編目を形成する。
【００８３】
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　ｆ１３コースでは、後針床Ｂの５目の編目のうち、左側の２目を１ピッチ分だけ左に寄
せ、左端の編目にｆ４コースで形成した掛け目を重ねて連結する。次に左方向に給糸して
、左側の２目と右側の３目とに新たな編目を形成する。左側の２目と右側の３目との間は
空き針となっている。右側の３目のうちの左端では、割増やしを行い、増やした編目を隣
の空き針に移動する。このようにして、右側で１目の編目を増やす。ｆ１４コースでは、
６目の編目を全体的に１ピッチ分だけ右に寄せる。６目のうちの右端は、ｆ３コースで形
成した掛け目に重なって連結される。次に右方向に給糸し、６目の編目に新たに編目を形
成する。ｆ１５コース以降も、ヤーンフィーダ８０から給糸する編糸８１で筒状編地の編
成を続ける。なお、本実施例では、成型編みとして、ｆ３コースとｆ６コースとで減らし
を、ｆ１０コースとｆ１３コースとで増やしを、それぞれ行っている。　
【００８４】
　図１９は、図１６の手袋６１の全体的な構成を示す。親指袋６２や他の指袋７２，７３
，７４，７５を編目列の移動を伴う筒状編地として、成型編みを含むように編成すること
で、手袋６１は、手の立体的な形状に適合させることができる。また、成型編みによる編
幅の増減は、編幅の端部から離れた内側で行っているので、親指袋６２や他の指袋７２，
７３，７４，７５では、往路側の編地と復路側の編地との連結部に隣接する領域で、編目
がウエール方向にそれぞれ連続して並ぶようにすることができる。また、編幅を変えるた
めの編目の減らしや増やしは、指袋の端部近傍で行ってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　本発明は、実施例１、実施例５、実施例６で説明した手袋１，５１，６１や、実施例２
で説明したポケット付き編地２１、実施例３，実施例４で説明した靴下３１，４１の他に
も多様な編地に適用することができる。たとえば、図７のベース編地２２で頭部を覆う帽
子とすれば、ポケット２３に相当する部分を二つ設け、耳を覆うようにすることができる
。また、ポケット２３などの筒状編地は、ベース編地２２のウエール方向の途中ではなく
、始端または終端に形成することもできる。
【００８６】
　本発明を適用する編目列の移動を伴う筒状編地は、筒幅や筒丈は任意であり、接続位置
や数も自由に設定することができる。また、各実施例では、一対の針床を有する二枚ベッ
ドの横編機で針抜き編成を行っているけれども、四枚ベッドの横編機や、二枚ベッドでも
編針にスライダによるホールディングが可能な複合針を使用すれば、総針編成も可能であ
る。
【符号の説明】
【００８７】
　１，５１，６１　手袋
　７　親指用指袋往路側
　８，９　掛け目
　１０　親指用指袋復路側
　１１，５２，６２　親指用指袋
　１２、２４　外側接合部
　１３，２５　内側接合部
　２１　ポケット付き編地
　２２，７１ａ，７１ｂ　ベース編地
　２３　ポケット
　３１，４１　靴下
　３１ａ　足先側
　３１ｂ　足首側
　３２　踵
　３２ａ　編幅一定部分
　３２ｂ　編幅減少部分
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　４２　襠
　７２，７３，７４，７５　指袋

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(20) JP 5596014 B2 2014.9.24

【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】



(21) JP 5596014 B2 2014.9.24

10

フロントページの続き

(72)発明者  木野　高志
            日本国和歌山県和歌山市坂田８５番地　株式会社島精機製作所内

    審査官  平井　裕彰

(56)参考文献  国際公開第２００６／０７０７５８（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｄ０４Ｂ　１／００～　１／２８
              　　　　２１／００～２１／２０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

